
【ダム事業】
（直轄事業等）

再々評価 1,700 2,109 1,031 2.0

・昭和36年7月、昭和37年8月、昭和50年8
月、昭和56年8月に被害の大きな洪水が発
生しており、昭和56年8月洪水では、石狩
川流域においてはん濫面積約61,400ha、
死者2人、約22,500戸の浸水被害等が発生
している。
・過去25年間のうち、農業用水は毎年の
ように節水を余儀なくされている。
・当該事業により、かんがい用水、水道
用水が確保されるとともに発電が実施可
能となる。

継続

本省河川局
治水課
（課長　森北
佳昭）

再々評価 835 1,229 1,015 1.2

・昭和36年7月、昭和37年8月、昭和50年8
月、昭和56年8月に被害の大きな洪水が発
生しており、昭和56年8月洪水では、石狩
川流域においてはん濫面積約61,400ha、
死者2人、約22,500戸の浸水被害等が発生
している。
・過去25年間のうち、農業用水は12回も
の節水を余儀なくされている。
・なお、本事業の目的は、治水以外に、
工業用水や水道用水の確保、発電があ
る。

継続

本省河川局
治水課
（課長　森北
佳昭）

近年では昭和61年8月 平成6年9月 平
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夕張シューパロダ
ム建設事業
北海道開発局

【内訳】
被害防止便益：1,822億円
流水の正常な機能の維持に関
する便益：287億円
【主な根拠】
年平均浸水軽減戸数：312戸
年平均浸水軽減面積：133ha

① 事業の必要性等に関する視点
・平成17年から平成20年にかけて氾濫の恐れがある区域を含む市町村の総人
口、総世帯数は、総人口は0.4%増、総世帯数は3.6%増であり、大きな変化はな
い。また、関連事業についても、当事業への参画に変更はない。
・Ｂ／Ｃについては、2.0である。
・平成22年3月現在、進捗率は66％（事業費ベース）。今後、ダム本体及び関
連工事、付替道路工を引き続き実施する。
② 事業の進捗の見込みの視点
・平成25年度に試験湛水を予定。
・平成26年度に事業完了を予定。
③ コスト縮減や代替案立案等の可能性の視点
・今後も、引き続き設計段階や工事施工においても工法の工夫や新技術の積極
的な採用等により、コスト縮減に努める。
・代替案との比較により、社会的影響及び自然環境への影響、経済性の観点か
ら「夕張シューパロダム＋河道改修」による対策が優れている。

以上より、事業の必要性・重要性は変化なく、費用対効果等の投資効果も確保
されているため、事業を継続することとする。

幾春別川総合開発
事業
北海道開発局

【内訳】
被害防止便益：1,113億円
流水の正常な機能の維持に関
する便益：116億円
【主な根拠】
年平均浸水軽減戸数：96戸
年平均浸水軽減面積：27ha

①事業の必要性等に関する視点
・平成17年から平成20年にかけて氾濫の恐れがある区域を含む市町村の総人
口、総世帯数は、総人口は0.5%増、総世帯数は3.8%増であり、大きな変化はな
い。また、関連事業についても、当事業への参画内容に変更はない。
・Ｂ／Ｃについては1.2である。
・平成22年3月現在、進捗率は49.5％ （事業費ベース） 。
②事業の進捗の見込みの視点
・本事業は、平成21年12月に国土交通大臣が表明した方針に基づき、検証対象
に区分されており、「今後の治水対策のあり方に関する有識者会議」が本年夏
頃に中間とりまとめとして示す予定の新たな基準に沿って、幾春別川総合開発
事業の検証を実施していく予定である。
③コスト縮減や代替案立案等の可能性の視点
・今後も引き続き、設計段階や工事施工においても工法の工夫や新技術の積極
的な採用等により、コスト縮減に努める。
・河川整備計画策定時には、本事業に対する代替案との比較により、社会的影
響、自然環境への影響、経済性の観点から「新桂沢ダム（嵩上げ）＋三笠ぽん
べつダム＋河道改修」による対策が優れているとされているところであるが、
上記の通り、新たな基準に沿って、幾春別川総合開発事業の検証を実施してい
く予定である。

当該事業は検証対象として区分されている事業であり、以上より、従前の視点
に基づいて行った再評価の結果としては、現在の転流工工事段階を継続するこ
ととするが、9月を目途にまとめられる「中間取りまとめ」等を踏まえ、本事
業の検証を行い、その結果に応じてその後の事業の進め方を改めて判断するこ
ととする。

①事業の必要性に関する視点
・鳴瀬川沿川の浸水が想定される区域内に位置する市町村の総人口、総世帯数
は、H17～H21の間で総人口2.5%減、総世帯数2.8%増であり、若干の人口減少が
見られるが、社会的情勢は変化が少なく安定している。
・現時点において本事業の投資効果を評価した結果、B/Cについては1.51であ
る。
・実施計画調査を実施しており、平成22年3月現在、進捗率は6％（事業費ベー
ス）。
②事業の進捗の見込みの視点

再々評価 770 617 409 1.5

・近年では昭和61年8月、平成6年9月、平
成14年7月に被害の大きな洪水が発生して
おり、昭和61年8月洪水では、鳴瀬川流域
において浸水面積3,060ha、浸水家屋数約
2,500戸の被害が発生している。
・鳴瀬川では、毎年の 小流量は、流水
の正常な機能の維持に必要な流量（正常
流量）を下回る流況が度々発生し、近年
においても非常に不安定であり、渇水時
には取水制限や番水が必要となってい
る。
・なお、本事業の目的は、治水以外に、
かんがい用水や水道用水の確保がある。

継続

本省河川局
治水課
（課長　森
北　佳昭）

再々評価 1,530 1,930 1,224 1.6

・近年では昭和54年8月、昭和56年8月、
昭和62年8月、平成14年8月、平成19年9月
に被害の大きな洪水が発生しており、昭
和62年8月洪水では、雄物川流域において
浸水家屋数約1,574戸の被害が発生してい
る。
・成瀬ダムからの水道用水を供給する区
域内の人口は約4,700人。成瀬ダムの補給
対象となる既得かんがい用水を供給する
区域の面積は約12,600ha。ダム下流に位
置する皆瀬川の岩崎橋地点での渇水流量
は、平均的な渇水流量と比較して年に
よって変動が大きく安定しておらず、近
年においても渇水が頻繁に発生してい
る。
・なお、本事業の目的は、治水以外に、
かんがい用水や水道用水の確保、発電が
ある。

継続

本省河川局
治水課
（課長　森
北　佳昭）

②事業の進捗の見込みの視点
・平成21年12月に国土交通大臣が表明した方針に基づき、鳴瀬川総合開発事業
は検証対象に区分されており、「今後の治水対策のあり方に関する有識者会
議」が本年夏ころに中間とりまとめとして示す予定の新たな基準に沿って、鳴
瀬川総合開発事業の検証をしていく予定である。
③コスト縮減や代替案立案等の可能性の視点
・引き続き、工法の工夫や新技術の積極的な採用等により、コスト縮減に努め
る。
・鳴瀬川水系河川整備計画においては、目標達成に要するコスト及び効果発現
時期等の観点から、河道改修等と鳴瀬川総合開発事業を組み合わせた治水対策
としているところであるが、新たな基準に沿って、鳴瀬川総合開発事業の検証
をしていく予定である。
④現段階の継続
・鳴瀬川総合開発事業については、調査・地元説明の段階を継続することの妥
当性を限定的に再評価することとした。

当該事業は検証対象として区分されている事業であり、以上より、従前の視点
に基づいて行った再評価の結果としては、調査・地元説明の段階を継続するこ
ととするが、9月を目途にまとめられる「中間取りまとめ」等を踏まえ、本事
業の検証を行い、その結果に応じてその後の事業の進め方を改めて判断するこ
ととする。

成瀬ダム建設事業
東北地方整備局

【内訳】
被害防止便益：991億円
流水の正常な機能の維持に関
する便益：939億円

【主な根拠】
年平均浸水軽減戸数
　：97戸
年平均浸水軽減面積
　：72ha

①事業の必要性に関する視点
・雄物川沿川の浸水が想定される区域内に位置する市町村では、H17～H21の間
で総人口4.0%減、総世帯数0.4%減となっており、若干の人口減少は見られる
が、社会的情勢に大きな変化はない。
・現時点において、本事業の投資効果を評価した結果、B/Cについては1.58で
ある。
・平成22年3月現在、進捗率は15.8%（事業費ベース）。
②事業の進捗の見込みの視点
・平成21年12月に国土交通大臣が表明した方針に基づき、成瀬ダム建設事業は
検証対象に区分されており、「今後の治水対策のあり方に関する有識者会議」
が本年夏ころに中間とりまとめとして示す予定の新たな基準に沿って、成瀬ダ
ム建設事業の検証をしていく予定である。
③コスト縮減や代替案立案等の可能性の視点
・現在、現地伐採木の有効活用や転流工工事の工法見直しなど、コスト縮減を
図っているところであり、今後も引き続き設計段階や工事施工において、工法
の工夫や新技術の積極的な採用等により、コスト縮減に努める。
・治水に関する代替案検討の結果、整備に要するコストや社会的な影響等の観
点から成瀬ダムが 適となっているが、新たな基準に沿って、成瀬ダム建設事
業の検証をしていく予定である。

当該事業は検証対象として区分されている事業であり、以上より、従前の視点
に基づいて行った再評価の結果としては事業を継続することが妥当と考える
が、新たな段階には入らず、現段階を継続するものとし、9月を目途にまとめ
られる「中間取りまとめ」等を踏まえ、本事業の検証を行い、その結果に応じ
てその後の事業の進め方を改めて判断することとする。

鳴瀬川総合開発事
業
東北地方整備局

【内訳】
被害防止便益：271億円
流水の正常な機能の維持に関
する便益：346億円

【主な根拠】
年平均浸水軽減戸数
　：80戸
年平均浸水軽減面積
　：149ha



再々評価 960 1,152 787 1.5

・近年では平成2年6月、平成9年7月、平
成10年8月、平成14年7月、平成19年8月に
被害の大きな洪水が発生しており、平成
10年8月洪水では、子吉川流域において浸
水面積498ha、全半壊4戸、浸水家屋数346
戸の被害が発生している。
・子吉川の宮内地点では、年間の渇水流
量がS47～H19（36年間）の間に、流水の
正常な機能の維持に必要な流量（正常流
量）を22回下回る状況となっている。ま
た、平成に入ってからも5回の渇水被害が
発生し、夏場を中心に、上水道や農業用
水の取水ができなくなる等の渇水被害が
繰り返されており、慢性的な水不足状態
が生じている。
・なお、本事業の目的は、治水以外に、
水道用水の確保がある。

継続

本省河川局
治水課
（課長　森
北　佳昭）

再々評価 1,840 6,575 1,531 4.3

・昭和13年9月、昭和16年7月、昭和22年9
月、昭和24年8月、昭和33年9月、昭和46
年8月、平成14年7月に被害の大きな洪水
が発生しており、昭和24年8月洪水では栃
木県塩谷郡氏家町（現栃木県さくら市）
大中地先で破堤し、栃木県内で死者49
名、家屋浸水2,215戸、家屋の破壊・流
失・半壊2,594戸という甚大な被害が発生
している。
・鬼怒川では、平成6年、平成8年、平成9
年、平成13年に取水制限を行っており社
会生活、経済活動等に大きな影響を与え
ている。また、渇水時には河川流量が減
少し、連続した水面が確保されない等、
河川環境に対する悪影響も懸念されてい
る。
・本事業の完了により、洪水調節、流水
の正常な機能の維持に加え、かんがい用
水、水道用水及び工業用水の供給が可能
となる。

継続
本省河川局
治水課（課長
森北　佳昭）

再々評価 1,780 2,820 1,770 1.6

・昭和28年6月洪水において、死者7名、
家屋の全半壊175戸、浸水戸数31,032戸の
甚大な被害が発生し、近年でも平成2年7
月、平成3年6月、平成20年6月及び平成21
年7月の洪水においても家屋浸水の被害が
発生している。
・水系の計画規模の洪水が発生したとの
想定に対し、本事業が完了すれば、基準
地点（官人橋）付近で、約1.3mの水位低
下を図ることができる。

平成6年 渇水にお は 県内各地

継続

本省河川局
治水課
（課長　森北
佳昭）

鳥海ダム建設事業
東北地方整備局

【内訳】
被害防止便益：611億円
流水の正常な機能の維持に関
する便益：541億円

【主な根拠】
年平均浸水軽減戸数
　：110戸
年平均浸水軽減面積
　：114ha

①事業の必要性に関する視点
・子吉川沿川の浸水が想定される区域内に位置する市町村では、H17～H21の間
で総人口4.0%減、総世帯数1.2%増となっており、若干の人口減少が見られる
が、社会的情勢に大きな変化はない。
・現時点において本事業の投資効果を評価した結果、B/Cについては1.46であ
る。
・実施計画調査を実施中であり、平成22年3月現在、進捗率は6％（事業費ベー
ス）。
②事業の進捗の見込みの視点
・平成21年12月に国土交通大臣が表明した方針に基づき、鳥海ダム建設事業は
検証対象に区分されており、「今後の治水対策のあり方に関する有識者会議」
が本年夏ころに中間とりまとめとして示す予定の新たな基準に沿って、鳥海ダ
ム建設事業の検証をしていく予定である。
③コスト縮減や代替案立案等の可能性の視点
・引き続き、工法の工夫や新技術の積極的な採用等によるコスト縮減を検討す
る。
・子吉川水系河川整備計画においては、目標達成に要するコスト及び効果発現
時期等の観点から、河道改修等と鳥海ダム建設事業を組み合わせた治水対策と
しているところであるが、新たな基準に沿って、鳥海ダム建設事業の検証をし
ていく予定である。
④段階の継続
・鳥海ダム建設事業については、調査・地元説明の段階を継続することの妥当
性を限定的に再評価することとした。

当該事業は検証対象として区分されている事業であり、以上より、従前の視点
に基づいて行った再評価の結果としては、調査・地元説明の段階を継続するこ
ととするが、9月を目途にまとめられる「中間取りまとめ」等を踏まえ、本事
業の検証を行い、その結果に応じてその後の事業の進め方を改めて判断するこ
ととする。

【内訳】
被害防止便益：5,795億円
河川の水量確保に係る便益：
780億円

【主な根拠】
年平均浸水軽減戸数：756戸
年平均浸水軽減面積：319ha

①事業の必要性等に関する視点
・既設の鬼怒川上流3ダム及び鬼怒川合流点の3調節池と相まって鬼怒川及び利
根川本川下流部に対する洪水被害の軽減が期待される。
・茨城県、栃木県、千葉県の３県が既に湯西川ダムの完成を前提とした暫定取
水を実施しており、早期完成を要請されている。
・河川の水量を確保し、男鹿川、鬼怒川の河川環境改善などに寄与する。
・代替地分譲は完了し、付替道路、用地取得等は着実に進んでおり、来年度は
事業完了予定。
②事業の進捗の見込みの視点
・平成21年9月よりダム本体建設工事を着手し、平成23年度完成を目指す。
③コスト縮減や代替案立案等の可能性の視点
・引き続きコスト縮減に取り組む等、更なる事業監理の充実と透明化に努め
る。

以上より、当該事業は、現時点においても、その事業の必要性等は変わってお
らず、来年度（平成23年度）末には完成が見込まれることから、本事業を継続
することとする。

嘉瀬川ダム建設事
業
九州地方整備局

【内訳】
被害防止便益：1,990億円
流水の正常な機能の維持に関
する便益：830億円

【主な根拠】

①事業の必要性等に関する視点
・想定氾濫区域内の人口・資産は前回評価時点から大きく変化していない。
・嘉瀬川ダムへの水源確保を前提とした関連事業の必要性も変わっておらず、
事業等が継続実施されている。
・洪水調節及び不特定補給に伴う費用対便益（Ｂ／Ｃ）は1.6である。
②事業の進捗の見込みに関する視点
・嘉瀬川ダム事業は、前回評価以降も本体工事及び付替道路などの関連工事が
順調に進んでおり、平成21年12月に本体コンクリートの打設が完了している。
今後、試験湛水を実施し、平成23年度末に嘉瀬川ダム事業が完成する見込みで
ある。
③ スト縮減や代替案立案等の可能性の視点

湯西川ダム建設事
業
関東地方整備局

・平成6年の渇水においては、県内各地で
農作物被害105億円以上が発生し、白石平
野では、農業用水の地下水汲み上げによ
り 大18cmの地盤沈下が発生している。
・本事業の完了により、かんがい用水、
水道用水及び工業用水、流水の正常な機
能の維持に必要な流量が確保されるとと
もに、発電が実施可能となる。

佳昭）

再々評価 390 1,206 447 2.7

・筑後川における水開発は、福岡都市圏
の水需要を優先し、本来優先して確保す
るべき河川環境や既得農水の不特定用水
が確保されていない。
・筑後川流域では、平成6年、平成14年に
代表される渇水被害が発生するなど、慢
性的な水不足の状況にあり、毎年におい
て取水制限や渇水調整が行われている。

継続

本省河川局
治水課
（課長　森北
佳昭）

その他 1,555 1,331 704 1.9

・沖縄県は過去より多くの渇水被害に見
舞われており、平成6年度以降は比較的、
年間降水量が多い年に恵まれ、渇水被害
は発生していないが、この間でも少雨傾
向等の影響により、度々渇水対策が議論
されている。
・当該事業により、流水の正常な機能の
維持、沖縄本島の水道用水122,200m3/日
の供給が可能となる。

見直し継続

本省河川局
治水課
（課長　森北
佳昭）

沖縄北西部河川総
合開発事業
（大保ダム、奥間
ダム、比地ダム）
沖縄総合事務局

【内訳】
被害防止便益：319億円
流水の正常な機能の維持に関
する便益：1,012億円

【主な根拠】
大保ダム
年平均浸水軽減戸数：27戸
年平均浸水軽減面積：10ha
奥間ダム、比地ダム
年平均浸水軽減戸数：35戸
年平均浸水軽減面積：18ha

【奥間ダム】
・利水事業者である沖縄県企業局がダム使用権を平成21年11月に取り下げてい
る。また、比地川水系の治水対策については、河川管理者である沖縄県が河川
改修等の治水対策を再検討するとして、平成22年7月に特定多目的ダムである
奥間ダムの建設中止を要請した。
【比地ダム】
・沖縄県より沖縄振興特別措置法第107条に基づく申請がなされる予定はな
い。
【大保ダム】
・大保ダムについては、平成22年度中の完成に向け試験湛水を実施中。

・以上より、「大保ダム」は平成22年度中の完成に向けて試験湛水を継続す
る。
しかしながら、「奥間ダム」は検証対象ダムではあるが、河川管理者としての
沖縄県から利水撤退等の理由により、建設中止の要請があったことを踏まえ、
検証を経ずに中止することとし、「比地ダム」は着手しないこととする。

筑後川水系ダム群
連携事業
九州地方整備局

【内訳】
流水の正常な機能の維持に関
する便益：1,206億円

【主な根拠】
同規模のダムを代替施設と
し、その建設費を便益とみな
し計上

①事業の必要性に関する視点
・筑後川沿川では慢性的な水不足が生じ、前回評価以降においても、ほぼ毎年
の割合で取水制限等が行われ、さらに、不足している筑後川の不特定用水の確
保について、流域自治体等から早期の確保を要望されている。
・現時点において本事業の投資効果を評価した結果、B/Cについては、2.7 と
なっている。
②事業の進捗の見込みの視点
・平成21年12月に国土交通大臣が表明した方針に基づき、筑後川ダム群連携事
業は、検証対象に区分されており、「今後の治水対策のあり方に関する有識者
会議」が本年夏頃に中間とりまとめとして示す予定の新たな基準に沿って、筑
後川ダム群連携事業の検証を行う予定である。
③コスト縮減や代替案立案等の可能性の視点
・実施計画調査段階のため、具体的な検討は今後の課題であるが、導水ルート
の選定及び施設構造の検討にあたっては、維持管理等を考慮し、コスト縮減を
図れるよう努めていく。

当該事業は検証対象として区分されている事業であり、以上より、従前の視点
に基づいて行った再評価の結果としては、事業を継続することが妥当と考えて
いるが、新たな段階には入らず、現段階を継続するものとし、9月を目途にま
とめられる「中間取りまとめ」等を踏まえ、本事業の検証を行い、その結果に
応じてその後の事業の進め方を改めて判断することとする。

九州地方整備局
【主な根拠】
年平均浸水被害戸数：622戸
年平均浸水被害面積：65ha

③コスト縮減や代替案立案等の可能性の視点
・嘉瀬川ダム事業は、これまで新技術を活用するなどのコスト縮減を図り、ダ
ム建設における計画・工事を進めてきた。今後、付替道路等の残工事において
も更なるコスト縮減に努める。

以上より、「嘉瀬川ダム建設事業」は、前回の再評価以降も、その事業の必要
性は変わっておらず、今後も事業の順調な進捗が見込まれることから、来年度
の事業完成にむけて、引き続き『事業を継続』することとする。


